
船舶事故調査報告書 

平成３０年７月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 平成３０年３月２０日 １６時２３分ごろ 

発生場所 新潟県新潟市新潟港の万代島水産物揚場前岸壁 

新潟港臨港灯台から真方位１９６°１.６海里付近 

（概位 北緯３７°５５.６′ 東経１３９°０３.６′） 

事故の概要  漁船第三十八盛
せい

幸
こう

丸は、係留中、火災が発生した。 

事故調査の経過 平成３０年３月２３日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三十八盛幸丸、３３０トン 

 １３１２９２、大洋エーアンドエフ株式会社  

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

機関長、四級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 浴室、船長室、操舵室等に焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、新潟港の水産物揚場前岸壁に係留して漁獲物の水揚げ作業

を行っていた。 

岸壁にいた運送業者の運転手は、平成３０年３月２０日１６時２３

分ごろ本船の操舵室下部付近から煙が出ているのを認め、火事の発生

を大声で叫び、本船上の乗組員に知らせた。 

乗組員全員は、前部甲板にいたところ、運転手の叫び声で火災の発

生を知り、船長、機関長及び甲板長がサロンから持運び式泡消火器を

持って煙が出ている操舵室下部の船尾楼甲板に向かい、消火活動を開

始した。 

機関長及び甲板長は、浴室付近からの煙がひどくて火元が特定でき

ず、煙が出てくる方に向かって消火器を噴霧し、また、その他の乗組

員は、甲板を洗うための雑用ホース２本を使用し、雑用海水による消

火活動を行ったが、いずれも効果は確認できなかった。 

本船は、漁獲物の水揚げに立ち会っていた船舶管理会社の社員が、

消防及び海上保安庁に通報し、駆けつけた消防署の消防車及び海上保

安庁の消防艇により、１６時４５分ごろ消火活動が開始され、１８時

３２分ごろ鎮火が確認された。 

本船は、出火元が船長室から船橋への階段の上り口にある風呂加熱

器のスイッチ部であり、また、出火原因が焼けた電線の形状から経年

劣化による漏電であることが判明した。 



本船は、定期的に絶縁抵抗測定を行っており、平成２９年４月のド

ック時には異常が無く、また、１２月にも機関室配電盤の接地灯で漏

電をチェックしたが異常は認められなかった。 

本船の風呂加熱器は、１５時００分ごろ一等機関士がスイッチを入

れ、通電されていた。 

本船の電気回路図によれば、風呂加熱器のスイッチの制御回路は、

同加熱器の電源ラインから供給されて２次回路を形成して分離してお

り、同加熱器のスイッチを入れないで配電盤の１次側で絶縁抵抗を計

測した際、２次側で漏電していても判明できないような回路となって

いた。 

分析 本船は、新潟港で係留中、風呂加熱器に通電していた際、同加熱器

のスイッチの２次側が経年劣化により漏電を生じていたことから、同

加熱器のスイッチ部から出火したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、新潟港で係留中、風呂加熱器に通電していた

際、同加熱器のスイッチの２次側が経年劣化により漏電を生じていた

ため、同加熱器のスイッチ部から出火したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・２次回路を形成している機器の電気配線等の絶縁抵抗を計測する

場合、１次側のみの絶縁抵抗の計測では漏電を検知できないこと

があるので、２次側も計測すること。 

            


